
前略 いつもお世話になっております、今月号の事務所だよりをお届けしますので、 ご査収下さいますようお願い申し上げます。

インボイスという言葉が毎日のように、新聞・テレビ・ネットに出てくるようになりました。

そもそも「インボイス」とは何を意味するものでしょうか？

具体的には、下記の３つが記載された「請求書」のことををいいます。

1.　「登録番号」・・・Ｔ123456790123の記載がない場合には請求書に消費税の金額を表記できません。

2.　登録番号は国税庁へ申請します。

3.　登録番号を申請していない場合は、相手先から消費税をもらうことができません。

4.　登録番号の記載のない「請求書」に記載された消費税額は、支払った側は消費税の計算上控除できません。

5.　免税事業者（売上が1000万円以下）は、登録番号がないと消費税を請求することができません。

6.　免税事業者が登録番号の申請をした場合には、課税事業者となり消費税の申告と納税が必要です。

①　「登録番号」・・・Ｔ123456790123

②　「適用税率」・・・８％、１０％

③　「消費税額」・・・１６００円、２０００円

インボイスとは何のことでしょうか？
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